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愛西市条例第２５号 

 

愛西市下水道条例の一部を改正する条例 

 

愛西市下水道条例（平成２１年愛西市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第２３条第１項中「各年の特例基準割合」を「地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の例による。」に改める。 

別表第２中「１，５７５.０円」を「１，６２０円」に、「１５７.５円」を

「１６２円」に、「１８９.０円」を「１９４.４円」に、「２２０.５円」を

「２２６.８円」に、「２５２.０円」を「２５９.２円」に、「３１５.０円」

を「３２４円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、別表第２の改

正規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の愛西市下水道条例別表第２の規定にかかわらず、

平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）前から継続している公共下

水道の使用で、施行日から平成２６年４月３０日までの間に使用料の支払

を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の

支払を受ける権利が確定される日が同月３０日後である公共下水道の使用

にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける

権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける

権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払

を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日

から同月３０日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応

する部分に限る。)については、なお従前の例による。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたときは、

これを１月とする。 


